
 

 

 

 

 

 

 

 

淀川水系流域委員会 第８回ダムワーキンググループ 
 

議 事 録 

（確定版） 
 

 

○この議事録は発言者全員に確認の手続きを行ったうえで確定版としていますが、以下の

方につきましてはご本人未確認の文章となっております。（詳しくは最終頁をご覧下さ

い）。 
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■第８回ダムWG（2004/11/10）議事録 

             〔午後 ４時 １分  開会〕 

○庶務（みずほ情報総研 中島） 

 皆様、お待たせいたしました。お時間になりましたので、これより第８回ダムワーキンググルー

プ会議を始めさせていただきます。 

 まず初めに、配付資料の確認をさせていただきます。本日、予定時間が２時間とちょっと短いも

のですから、ごく簡単に確認させていただきます。袋の中の上から２枚目になるんでしょうか、議

事次第がございまして、議事次第の下に配付資料ということでリストアップさせていただいており

ます。 

 資料１が、１－１から１－３までの３点でございます。資料２が、資料２－１、２－２という２

点。資料２－１につきましては、一般の方につきましては袋の外に出ているかと思いますけれども、

資料２が２－１、２－２の２点でございます。資料３が、３－１から３－３まで３点ということで

ございます。あと資料４が「今後のスケジュール」、あと参考資料の１としまして「委員および一

般からの意見」、あと参考資料２で「ダムＷＧ結果概要」ということで袋の中に入っているかと思

います。 

 それと、あとこのリストにはございませんけれども、「ダムＷＧ報告（案）骨子」ということで

041110版という、資料番号はついておりませんけれども、この資料も配付させていただいておりま

す。 

 もしも不足分等ございましたら、庶務の方にお申しつけいただければというふうに思います。 

 それと、「発言にあたってのお願い」でございますけれども、ペーパーにもございますように、

発言につきましては、マイクを通してご発言いただく、あと冒頭でお名前を言っていただくという

ことでお願いいたします。あと一般の方のご意見につきましては、最後に一括してご意見いただく

時間をとる予定でございますので、委員の審議中にはご発言をご遠慮いただければというふうに考

えております。 

 本日、予定では18時までという、２時間という、少し時間は短いんですが、少し延びる可能性も

あるかとは思いますけれども、円滑な審議にご協力いただければというふうに思います。 

 それでは、早速ですけれども、今本リーダーよろしくお願いいたします。 

                  〔審議〕 

○今本ＷＧリーダー 

 それでは、第８回のダムワーキングを始めさせていただきます。 

 最初は河川管理者からの報告ということで、かなりたくさん資料がきょうは出ております。でき
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るだけ手短に、かつ、わかりやすくご説明願います。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 河川調査官の児玉です。資料はたくさん配付をさせていただいておりますけれども、ご説明を特

に加えますのは、資料２－１の「猪名川狭窄部上流の目標洪水および対策について」、それから資

料２－２「大戸川ダムの治水効果」について、そして資料３－１「姉川・高時川の治水について」、

資料３－２「異常渇水対策および琵琶湖環境改善のための琵琶湖水位管理のあり方と治水上の課題

について」という、この４つについてはご説明を加えます。それ以外についてはごらんいただきた

いと思います。 

 そのうち、特に資料３－１と３－２については、先日ございました３ダムのサブワーキングでご

説明をしておりますので、こちらについてはごく簡単にご説明をさせていただきます。 

 それでは、ちょっと資料の順番が前後しますけども、まず「大戸川ダムの治水効果」ということ

で資料２－２を用いてご説明をいたします。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 大戸川ダムの脇坂でございます。それでは、資料２－２を用いましてご説明申し上げたいと思い

ます。 

 まず、表紙を開いていただきまして、目次をごらんください。この資料は２編からなっておりま

す。１編が「大戸川ダムの治水効果」、第２編が「大戸川ダムの治水の代替案」ということでござ

いますが、ただ、第２編は治水の代替案のメニューを示しただけでございますので、本日のご説明

は第１編の治水効果が主になります。 

 まず、第１章、第２章は「対象洪水および降雨」、それから「流出計算および氾濫計算」という

ことで、解析の手法等を述べたものでございますので、本日は割愛させていただきます。 

 ３章が「大戸川ダムの効果」ということで本論でございます。まず構成でございますけれども、

狭窄部を開削した場合の効果について若干ご説明いたします。それから、狭窄部を開削しない場合

につきまして、大戸川流域、宇治川流域、それから淀川流域に分けてご説明申し上げます。それぞ

れの流域での効果を、大戸川流域と宇治川流域につきましては、流出計算の結果と氾濫計算の結果

それぞれについてご説明します。そして、また流出計算につきましては、実績洪水を対象とした場

合、それから従来どおりの計画規模の洪水を対象とした場合について、効果についてご説明申し上

げてまいります。 

 それでは、５ページをごらんください。狭窄部を開削した場合ということで、これは桂川と木津

川の狭窄部を開削した場合、従来の計画どおりの効果がどうかということを示したものでございま
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す。洪水としましては5313型洪水をとりまして、この図面は横軸に降雨倍率、縦軸に枚方地点での

流量を示しております。従来の計画では、5313型の 1.2倍の枚方１/200と書いてある部分が従来の

計画でございまして、ここの計算結果を見ますと、大戸川ダムがない場合は、白抜きの菱形であり

ますが、１万 3,300ｍ3/ｓの流量が、ダムができますと１万 2,900ｍ3/ｓということで、従来どお

りの計画ですと枚方地点において 400ｍ3/ｓの効果があるということでございます。 

 ６ページ目からが、狭窄部を開削しない場合ということで、まず大戸川流域での効果でございま

す。流出計算の結果でありますが、まず実績洪水の 1.0倍の場合についてご説明いたします。この

場合、効果を見る場合に、大戸川の現況堤防、現況河道の有堤区間での最小流下能力、これを今 

285ｍ3/ｓと見ております。ですので、この 285ｍ3/ｓと、それと従来どおり大戸川ダムができま

すと、黒津地点で 550ｍ3/ｓの計画高水を考えておりましたので、この２通りの数字との比較をし

てまいります。 

 図面を見ていただければおわかりのように、黒三角が大戸川ダムがない場合でございまして、黒

三角を見ますと、5615型と6016型以外の洪水ですべて現況流下能力を超える流量になるということ

でありまして、破堤、氾濫の懸念があるということでありますが、ダムができますと、ほとんどの

場合、これ以下になるということであります。 

 ７ページ目が１/100規模洪水でございまして、やはり同じく 285ｍ3/ｓと 550ｍ3/ｓとの比較を

しております。１/100になりますと、黒三角のダムなしの場合にはすべての洪水で現況流下能力を

越えるということになりまして、ダムができますと半数ほどがそれを下回るということになりまし

て、ダムの効果が認められるということでございます。 

 ８ページ目が氾濫解析の結果でございます。これも実績洪水と１/100洪水について、10洪水型に

つきまして解析をしております。まず実績洪水でダムなしの場合を見てまいりますと、5615型と

6016型の２洪水型以外の８洪水で、氾濫がございます。そこでダムができますと、氾濫があるのは

5313型の１洪水のみとなりまして、７洪水でダムの効果が出てくるということになります。１/100

洪水ですと、すべての洪水でダムなしの場合、氾濫がございます。ダムができますと、氾濫があり

ますのは5313、5817、6524、9019の４洪水ということになりまして、６洪水について効果が出てく

るということでございます。ただ、この氾濫する、しないと、先ほどの前ページの流出計算の結果

は若干そごがございます。これはあくまでも流出計算は目安であると。黒津地点の流量と、それと

破堤地点の位置が違いますので、そういったことからも若干の食い違いが見られます。 

 ９ページからが、宇治川での効果ということでございまして、まず流出計算の結果ということで

実績洪水、さらに宇治川、淀川につきましては、天ヶ瀬ダムの再開発前と再開発後に分けてお示し
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しております。まず９ページ目が、天ヶ瀬ダム開発前の実績洪水でございますけれども、対象の評

価とする流量につきましては、現況河道の最小流下能力であります 970ｍ3/ｓ、それから計画高水

である 1,500ｍ3/ｓと比較をしてまいります。９ページの場合、 970ｍ3/ｓを越えますのは5313型

の１洪水のみということで、ほかの洪水はダムがなくても 970ｍ3/ｓを越えません。 

  10ページが、天ヶ瀬ダム再開発後でございます。天ヶ瀬ダムの再開発によって放流量がふえます

ので、流量自体はふえるわけでありますが、河道は 1,500ｍ3/ｓ河道が整備されているだろうとい

うことで、 1,500ｍ3/ｓとの比較をいたしますと、天ヶ瀬ダム再開発後は 1,500ｍ3/ｓを越える洪

水はないということになります。 

  11ページからが、１/150の従来規模の洪水が来た場合、天ヶ瀬ダムの再開発前はどうなるかとい

うことでありますが、同じく 970ｍ3/ｓと 1,500ｍ3/ｓとを比較いたしますと、 970ｍ3/ｓを超え

る洪水は5313、5817、5907、6524というように４洪水ございます。ダムができますと、5313以外は 

970ｍ3/ｓを下回ります。一方、 1,500ｍ3/ｓを越えますのは6524型の１洪水ということになりま

す。 

 12ページが、天ヶ瀬ダムの再開発後にどうなるかということで、 1,500ｍ3/ｓとの比較をいたし

ますと、 1,500ｍ3/ｓを上回りますのは6524型の１洪水でございます。ただ、ダムができますとこ

れは下回るということになります。 

 13ページからが宇治川での氾濫解析の結果でございまして、5313型と6524型の２洪水型について

検討しております。表のように、5313型の天ヶ瀬ダム再開発前は、降雨倍率にして1.10倍から1.15

倍の間から宇治川流域で氾濫が始まりまして、大戸川ダムの効果があるということになります。こ

こでご注意いただきたいのは、下の脚注にも書いておりますように、1.10倍までのところ、大戸川

ダムなし、あり、両方の場合で浸水家屋数が入っておりますが、全く同じ数字になっております。

これは桂川で氾濫が起きているということでございまして、この影響をとることができませんので、

とりあえず数字で示しております。差っ引きますと大戸川ダムの効果はゼロということで、これは

宇治川で氾濫をしていないからということになります。下の表が天ヶ瀬ダムの再開発後でございま

して、この表のように1.20倍から1.25倍の間から氾濫が始まりまして、大戸川ダムの効果が出てく

るということでございます。この表のように、倍率が大きくなりましても大戸川ダムの効果は出て

いるということでございます。 

  14ページ目は、洪水型を変えまして6524型洪水でございます。この場合は1.64倍の１/150ぐらい

から被害が出まして、大戸川ダムの効果が出てくる。同様、倍率が上がりましても大戸川ダムの効

果はあるということでございます。 
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 15ページが、淀川での効果ということで、まず流出計算の結果、実績洪水、天ヶ瀬ダムの再開発

前、再開発後を15、16ページに示しておりますけれども、現況河道の最小流下能力、１万 100ｍ3/

ｓ、それを超える洪水は実績の場合ございません。 

  また、16ページの天ヶ瀬ダムの再開発後も１万 2,000ｍ3/ｓの計画高水を越える洪水はないとい

うことになります。 

  17、18ページ目が、従来の計画規模の１/200規模洪水でございますけれども、やはり現況の流下

能力に迫る洪水はございますけれども、ダムなしでもそれらを越える洪水はございません。また、

天ヶ瀬ダムの再開発後、18ページでありますが、１万 2,000ｍ3/ｓの計画高水を越える洪水はない

という結果が出てまいりました。 

 以上のように、狭窄部を開きますと、枚方にて１万 3,300ｍ3/ｓが１万 2,900ｍ3/ｓになるとい

うことで、 400ｍ3/ｓの効果があるということでございます。一方、狭窄部を開かない場合につき

ましては、大戸川では実績洪水、あるいは１/100洪水ともに効果がございます。ただ、宇治川では

１/150洪水では6524型で効果がございますが、実績洪水では実質的な効果はあらわれません。また、

今申し上げましたように、淀川では狭窄部を開かない限り、実績、１/200、いずれの洪水でも実質

的な効果はないということでございます。 

  19ページが第２編でございまして、「大戸川ダムの治水の代替え案」ということで、これは現在

検討中でございます。メニューといたしましては「河道改修案」、河道を掘削する案と河道を拡幅

する案、それから「遊水池案」「建物耐水化案」、これらについて現在検討を進めているところで

ございまして、また後日、ご報告申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 続けてご説明した方がよろしいですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 猪名川総合開発の小畑でございます。資料２－１でご説明をさせていただきます。 

 「猪名川狭窄部上流の目標洪水および対策について」でございます。まず「目標洪水」でござい

ますが、猪名川におきましては、浸水想定被害、並びに銀橋地点の流量が最大となります既往最大

洪水、昭和35年８月洪水を対象として説明をしてまいりましたが、この35年洪水につきましては降

雨量が大きいということと、降雨パターン、１山目が猪名川上流域、また２山目が一庫大路次川流

域に偏って降っておるという特異な降雨でございましたので、見直しをさせていただくということ

にしてございます。 
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 資料２－１でございます。 

○今本ＷＧリーダー 

 資料２－１が見当りませんが。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 資料２－１ですが、多分、資料の置かれている下の方に入っていると思います。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 この35年の８月洪水におきましては、降雨量が大きいということと、降雨パターンといたしまし

て、１山目が猪名川の上流域、また２山目が一庫の大路次川流域に偏って降っておるという特異な

降雨パターンでございましたので、見直しをさせていただくということにしました。 

 それで、見直しにおきましては、既往第２位以下の主要な10洪水を対象洪水として検討しました。

この中で、銀橋地点の現況計算ピーク流量が第２位でございます昭和58年９月洪水、これを目標と

いたします。そして、この猪名川におきましては、昭和57年より総合治水対策特定河川事業として

事業を実施してございまして、この事業の実施中でございます総合治水対策計画として、地元の方

に公表してございます目標洪水、昭和28年９月洪水の1.05倍、この洪水に対しましても浸水被害が

軽減するようあわせて検討を行いました。本日におきましてはすべての検討が終了しておらず、検

討が済んだところまでのご説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

  それで、この表－１でございますが、これは主要な洪水で整理をしてございます。この58年９月、

日雨量 136mm、銀橋地点の計算ピーク流量が 1,015ｍ3/ｓ、そして総合治水といたしましては、こ

の一番下に書いてございます 1,017ｍ3/ｓ、この２つの洪水について被害の解消について検討を行

っております。 

 ２ページでございますが、これが対象洪水の58年９月洪水のシミュレーション、また総合治水の

目標洪水のシミュレーションで、浸水区域をあらわしたものでございます。 

 次の３ページでございますが、この狭窄部上流の浸水被害対策の考え方でございます。狭窄部上

流の浸水被害を解消するための銀橋地点の目標流量でございますが、これにおきましては、現在、

兵庫県が総合治水対策河川事業として進めてございます多田大橋から銀橋間の築堤が完成すれば、

河道で 880ｍ3/ｓが流れるということで、 880ｍ3/ｓまでが無害流量ということでございますので、

この 880ｍ3/ｓを目標流量ということで検討を行います。これにハイドロをつけてございますが、

上の方につきましては昭和58年９月洪水、これが一庫ダムの 150ｍ3/ｓの一定放流のときに銀橋地

点で 1,015ｍ3/ｓでございます。無害流量にするについては 880ｍ3/ｓまで下げる、低減させる必

要があるということでございまして、この間の 135ｍ3/ｓの低減をさせるための浸水被害の対策を
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検討しているということで、この対策につきましては、今までご説明をさせていただきました代替

案でございますが、一庫ダムの治水機能の強化案、また流域対策案、これらの各案の単独案、また

は組み合わせによる対策の検討を行いました。下の方には総合治水対策目標洪水、これも 1,017ｍ

3/ｓから 880ｍ3/ｓに低減させるための対策を検討するということでございます。 

  対策の考え方といたしましては、次の４ページでございますが、まず狭窄部上流の浸水被害対策

につきましては、ピーク流量の大きい地元の方に公表しております総合治水対策の目標洪水、この

昭和28年９月の洪水に1.05倍を掛けたものを対象といたしまして、この銀橋地点の計算ピーク流量

が 1,017ｍ3/ｓを対象に浸水被害の解消の検討を行うということでございます。その検討を行いま

して、さらにその浸水被害を解消するために優位となった対策案でもって、昭和58年９月洪水の浸

水被害が解消するかどうかを確認をするということで、きょうはここまでの説明をさせていただき

たいというふうに思ってございます。 

 この浸水被害の解消の組み合わせにつきましては、やはり事業費が経済的にも優位なもので選定

をするということで考えてございます。 

 なお、この総合治水の対策目標の洪水でございますが、これにつきましては一庫ダムの現在の 

150ｍ3/ｓ放流におきましては、現在の一庫ダムの洪水調節容量 1,750万ｍ3 では容量が不足して

ございますので、この一庫ダムの洪水調節容量の不足の解消の検討を行いまして、それから銀橋地

点のピーク流量低下のための対策を検討するということで作業を進めました。 

 次の５ページでございますが、この総合治水対策の目標洪水に対しましては、この洪水調節容量

が不足しておるということでございますが、現在の放流量 150ｍ3/ｓを続けた場合におきましては、

この洪水調節容量 1,750万ｍ3 では足りず、サーチャージ水位を超えた容量が必要ということでご

ざいまして、これらの不足を解消するための対策といたしまして、放流操作の変更、そして治水機

能の強化対策案というところの方法がございます。 

  まず放流操作の変更案でございますが、これにおきましては現在の 150ｍ3/ｓから 220ｍ3/ｓに

放流量を上げる、上げることによってこの洪水調節容量にたまる量を抑え、サーチャージ水位以内

におさめるという対策案が１つの考え方としてございます。また、もう１つの考え方といたしまし

ては、 150ｍ3/ｓをずっと一定放流をするというものに対しまして、洪水調節容量が足りないとい

うことで、その分につきましては代替案の対策でもって容量増を図るというような対策案がござい

ます。 

  また、このポンチ絵のほかに、流域対策によりまして銀橋地点の流量を低減をさせるという対策

案もございます。これらの対策案の組み合わせによりまして検討をいたしました。その検討をした
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結果が６ページでございますが、まず一番上の「一庫ダムの放流操作の変更」、これは 150ｍ3/ｓ

から 220ｍ3/ｓに放流変更を行いまして、現在の 1,750万ｍ3 

の貯水容量を有効に使用するという案でございますが、これは事業費は、放流操作の変更のみです

のでお金はゼロということでございますが、銀橋地点の流量が、対策を行いますと 910ｍ3/ｓで、 

880ｍ3/ｓを超え、浸水被害は生じるという結果でございます。 

 次に検討いたしましたのが、この「新たな遊水地案」でございます。これにおきましては、現在

検討しております猪名川沿いに14カ所、容量的には49万ｍ3 の遊水池でございますが、この遊水池

と一庫ダムの放流操作 220ｍ3/ｓで行うとした場合につきましては、銀橋地点で 892ｍ3/ｓ、76億

円の事業費が必要でございますが、 880ｍ3/ｓを越えており浸水被害が起こるという結果でござい

ます。 

  次に検討いたしましたのが、この「新たな遊水地案」に「一庫ダムの堆砂容量の活用案」、これ

につきましては計画堆砂容量の30年後の空き容量97万ｍ3 、これを有効に活用するという案でござ

いますが、この容量をアップすることによりまして、放流操作も 205ｍ3/ｓまで低減ができるとい

う結果でございます。それでいきますと、銀橋地点で 877ｍ3/ｓということで、 880ｍ3/ｓを下回

っており事業費は 126億円でございます。 

  次の案でございますが、これは遊水池はなしという考え方で、先ほどの計画堆砂容量、それと一

庫ダムのかさ上げ、これによって 257万ｍ3 の容量増ということで検討してございます。これを行

いますと放流量が 185ｍ3/ｓまで低減ができるという結果、銀橋地点では 875ｍ3/ｓ、 880ｍ3/ｓ

を下回るということで、事業費は 173億が必要となるということでございます。 

  次に最後の案でございますが、これが堆砂容量の活用案、それと一庫ダムのかさ上げ案、今回は

かさ上げが 2.0ｍ、約 265万ｍ3 の増と、あと一庫ダムの利水容量の振りかえ、量といたしまして

は 179万ｍ3 、トータル 541万ｍ3 を増することによりまして一庫の放流量を 150ｍ3/ｓにするこ

とができるということで、その結果、銀橋地点では 841ｍ3/ｓ、 880ｍ3/ｓを下回るということで、

浸水被害は起こらないということでございますが、事業費は723億円が必要となります。これ以外

の対策案も検討してございますが、容量を増するほどコストは増になっているという結果になって

ございます。 

  今、ご説明をさせていただきましたように、ちょうどこの青い、上から３つ目の案でございます

が、これが総合治水対策の目標洪水、昭和28年９月の洪水の1.05倍に対しましては余野川ダムの活

用がないという案でございますが、この案が浸水被害解消として優位という結果になってございま

す。 
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  そのご説明を次の７ページの図でさせていただきます。一番上のハイドロにつきましては、この

右のように赤いところで点を示してございますが、この赤いところの猪名川地点のハイドロでござ

います。この黒い線が現況でございまして、対策後で 415ｍ3/ｓということで61ｍ3/ｓ減ってござ

いますが、これにつきましては遊水池の効果で下がってきておるという状況でございます。 

  それと、真ん中のところが一庫ダムの地点のところでございますが、黒がダムへの流入量でござ

います。それで青く書いてございますのが、現在の操作で 150ｍ3/ｓの一定放流をした場合でござ

いますが、途中の段階で垂直に上がってございます。これはダムの容量が満杯になりまして、流入

量イコール放流量ということで、約 600ｍ3/ｓの放流を行うということでございます。それで対策

案としては、この赤い線の 205ｍ3/ｓ、これでいけば容量内でため込みができ、 205ｍ3/ｓの一定

放流が可能となるということでございます。 

  それで、一番下の銀橋地点でございますが、ここにおきましては黒い線が現況でございまして、

３つ目のピークでかなりとがっており、 1,017ｍ3/ｓとなってございますが、これは 150ｍ3/ｓ放

流のときに、垂直に立っております約 600ｍ3/ｓの放流、これがきいて、この洪水のピーク流量と

なっておるということでございまして、この赤い線が 205ｍ3/ｓの一定放流でしたときでございま

して、対策後は 877ｍ3/ｓまで低減が可能となるということでございます。 

  それで、８ページでございますが、今度はこの58年９月の洪水で確認を行ってみました。対策に

つきましては優位と判断されました遊水池と堆砂容量の活用案97万ｍ3 、それと一庫の操作の変更 

205ｍ3/ｓでやってみました。 

  この結果は、一番最後、９ページでございます。この一番上の猪名川につきましては、この赤い

線がちょっと上の方で破線になってございますが、これについては遊水池の効果がきいておるとい

うことでございます。それでこの一庫ダム地点でございますが、現況が青い線の 150ｍ3/ｓ放流で、

対策後の 205ｍ3/ｓが赤い線でございます。これにつきましては両方、現在のダムの容量でため込

むことができるということで、ここの 205ｍ3/ｓと 150ｍ3/ｓの差の55ｍ3/ｓの放流量増がこの一

番下に書いてございます、赤のところで対策後流量が上がっておるということの原因でございます。 

  このように検討をしてみましたが、この58年９月洪水におきましては浸水被害の解消ができませ

ん。さらなる対策案の組み合わせによります浸水被害の解消のための検討を行っていきます。また

検討ができ次第、ご説明をさせていただきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 それでは、河川環境課長の豊口でございます。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 ちょっと待ってください。今のご説明のポイントとしては、この２つの既往第２位と、それから

従前目標としていたものと、２つの洪水に対して被害をなくすということを目標に検討を進めてお

るんですが、きょうご説明したところでは、そのなくすというところまでのメニューがまだ見つか

っていません。ただ方法としては、まだきょう示せる以外の方法、一庫のかさ上げというような方

法もありますので、それらの方法との組み合わせ、あるいは流域対応の組み合わせ、これをやった

上でお示しをしたいというふうに思っております。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 それでは、引き続きまして資料３－２ですけれども、「異常渇水対策および琵琶湖環境改善のた

めの琵琶湖水位管理のあり方と治水上の課題について」ということについて説明させていただきま

す。これについては、おとといの３ダムサブワーキングでも説明させていただきましたので、ごく

そのエッセンスだけ説明させていただきたいと思います。 

 表紙ともう１枚開いていただきまして、２ページというところを見ていただきますと、まず基本

目標として、既往最大渇水時において、社会への影響が大きい断水を回避しようと。そのときに、

琵琶湖につきましては利用低水位となっています－ 150cmを下回らないように努めようと。それを

下回る場合においては断水をも含む大幅な取水制限が必要になってくるだろうという認識をしてお

ります。取水制限については、その琵琶湖の水位低下によって、最終的に取水ができなくなるとい

うような事態がないように、段階的に取水制限を行うこととしております。 

  取水制限については、10％、20％というところまでは実績でございますが、30％の取水制限とい

うのについては実績がなく、各利水者からの聞き取り等によって、断水のおそれがあるものという

認識のもとで各種検討をしております。このシミュレーションにおきましては、既往最大渇水であ

る昭和14年から16年を対象に、現在の水資源開発施設と、現時点での実績の水需要というものをベ

ースにシミュレーションをさせていただいております。 

  ４ページ以下、幾つかのシミュレーションの結果を示しておりますが、結論の７ページのところ

を見ていただきますと、現時点で整理させていただいたところとして、きめ細かな操作であるとか、

フラッシュ放流の常時運用であるとか、あるいはその琵琶湖の水位を高目に管理するというような

ことの、現時点で考えられるあらゆる対策を行った場合において、琵琶湖の水位が－ 167cmまで達

してしまうということで、その 150cmよりもさらに下回ってしまうということです。 

 それから、こういった現時点で考えられるものに加えて、節水を期待するということも含めた場

合でも、やはり 150cmを下回ってしまうと。さらに節水を期待した場合でも、降雨条件によって、
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先ほど最初にあらゆる対策をと言ったんですが、必ずしも全部が成功するわけじゃなくて空振りに

終わってしまう操作もありまして、そういった場合には２番目のケースよりもややさらに悪い結果

になるわけですが、こういった形でいろいろなケースにおいて、いずれも 150cmを下回ってしまう

というようなことがありまして、いずれにせよ、ダムによらない対策案では既往最大渇水に対して

断水のおそれがあり、渇水対策のための貯留施設が必要であるというように考えております。 

 それから、下３つ、いろいろ書いておりますが、こういった渇水対策のための容量をダムに確保

すれば断水を回避することが可能となるということに加えまして、琵琶湖環境の水位低下抑制とい

う意味での琵琶湖環境改善に資するものだと考えております。 

 琵琶湖の制限水位は、今－20cmになっていますが、その制限水位まで低下させた以降、夏期の水

需要の増大するときに、水位低下が著しい時期にダムからの補給を行えば、その時期の琵琶湖の水

位低下抑制というような効果が期待できます。その水位低下を抑制した結果として、ダムがない場

合と比べまして水位が高くなると。その効果が、ずっと渇水がその後続いた場合に、その高い水位

がずっと続くわけですから、その補給した効果の分がずっとその渇水の長期化した場合にも温存さ

れるような形になりまして、それが渇水対策にも資するということで、環境対策と異常渇水対策と

いうのは両立し得るものだと考えております。 

 それから、こういった運用をする上で、ダムに水が本当にたまるのかというような疑問が幾つか

聞かれておりましたけれども、これは幾つか以前に説明させていただいているものがございますが、

机上に「中間報告に関する河川管理者からの提供資料」という厚いファイルがございますが、この

５－３等で説明させていただいておりますが、この丹生ダム付近の流域の特性、降雨特性といった

ものを整理させていただいておりまして、ダムに水はたまり得るものだと思っています。この流域

は冬期の降水量が多いということで、夏期以降に異常渇水になる場合においても、その夏期の降雨

量の少ない、その以前の段階でダムに水がたまり得るというように考えてございます。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 副所長 酒井） 

 続きまして、琵琶湖河川事務所の酒井でございます。 

 資料は３－１の「姉川・高時川の治水について」という資料をごらんください。基礎案に沿った

考え方として、基礎案では破堤による被害の回避・軽減を流域全体の目標として、そのための施策

を最優先に取り組むということで、この姉川・高時川では堤防そのものを強くする対策、これは１

ページの①にありますが、次のページに②で「洪水時の水位を下げる対策」という２つを考えまし

た。２ページの②のところでございますけども、姉川・高時川では、できるだけ早く破堤による被
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害の回避・軽減を図ることを目標としています。それで地元に対して、これまでダム計画を前提に

待たせたという経緯がこの地域にはございます。このため、今後10年、20年、洪水時に水位を下げ

る対策を検討するということを行いました。 

 まずその洪水時の水位を低減、下げる対策として「平地河川化」「放水路」等ありますが、それ

ぞれその地域に与える、その河川環境等に与える影響も大きくございます。現実的ではないという

ことで、次に３ページの２－３に「河道内での対策」、川の中で対策ができないかという流域委員

会からのご意見にもございましたが、川の中の樹木を伐採すれば流れるんじゃないかと、相当の流

量が流れるんじゃないかというふうなご意見もございました。 

 そういうことも検討した結果、４ページにその結果が載っておりますが、洪水として戦後最大洪

水を事例に計算を行っておりますが、34年９月、50年８月洪水、いずれも降雨を対象にしますと

0.85倍、流量で 0.7倍という倍率で、とってもその川の中の対策だけでは十分対策ができないとい

うことで。 

 それで、こういうことをいろいろ計算をしまして、最終的に時間軸を入れました。 

 最後のページ、17ページをごらんいただきたいと思いますが、いろいろ高時川で考えられるその

対策につきまして、この赤、青でちょっと色がついておりますが、一番上が丹生ダム、それから河

道内対策、引堤、それから河道内遊水地、河道内対策というふうに、それぞれその対策を考えて、

10年間、20年でどこまでできるかというのを見てみました。 

 一番上のダムの場合には、10年で戦後最大洪水が流れるということがこの図からわかります。あ

との方は20年とか30年とか、相当の期間を要すると。 

 これまでダム計画を前提に待たせたという経緯もありますので、10年程度でダムは完成するわけ

ですけども、10年間で何ができるかと、どういう対策ができるかということを考えていく必要があ

るんじゃないかなというふうに考えています。 

 以上です。 

○今本ＷＧリーダー 

 ありがとうございましたと言いたいところなんですけども、わかりましたか、今の説明。非常に

ね、ジレンマに陥っています。あんまり長時間しゃべられたんでは議論ができないし、短くしてく

れといったら今度はわからなくなる。ちょっとつらいところなんですけども。 

 最初の大戸川ダムの治水効果から、質問ございませんか。 

 では、１つ私の方から聞きます。大戸川ダムの主たる目的は何ですか。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 大戸川ダムの脇坂でございます。今、計画で上げておりますのは、丹生ダムと共同で琵琶湖の水

位低下抑制をするということ、それから大戸川を初め下流域の治水を図るということ、それから利

水については、今、精査確認中ということでございますけども。以上でございます。 

○今本ＷＧリーダー 

 それは、そういう項目を確かに上げられているんですけども、今の説明ですと、ずっと下流域の

ところ、いろいろありましたね。これが本当の目的かなという感じがしながら聞いてたんですけど

も。まあそこはちょっと後回しというか、結構です。 

 大戸川の下流の治水でいいますと、最小流下能力は 285ｍ3/ｓですか、これはこういうところは

何カ所もあるんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

  それにつきましては、後ろに付図と付表をつけておりまして、 200ｍごとのデータでございます

けれども、まず30ページに付図といたしまして、大戸川の堤防天端と、それから天端マイナス余裕

高の標高、それから堤内地盤高の標高をおつけしています。その次のページにそれを流下能力に換

算したものを図面としておつけしております。 

 それから、そのもとになりましたデータにつきましては、51ページ、52ページに表形式でおつけ

していますので、それをごらんいただければおわかりになろうかと思いますけれども、 200ｍ3/ｓ

程度台の箇所は２カ所程度、それから 300ｍ3/ｓから 400ｍ3/ｓという箇所が何カ所かあるという

状況でございます。 

○今本ＷＧリーダー 

  この 200、 300ｍ3/ｓ弱ですと、もうこういう流量は結構出てきますね。そのたびごとにあふれ

ていますか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

  今お示ししましたのは天端マイナス余裕高の流下能力でございますから、必ずしもそこですべて

の実績洪水であふれているかどうかということになりますと、必ずしもそうではございません。 

○今本ＷＧリーダー 

  ここのところから、例えば天端まで来てあふれた場合、そのあふれた水で浸水するのは住宅地が

多いんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

  その場合につきましては、実績洪水と１/100洪水、氾濫計算をやっておりますけども、その浸水
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区域につきましては 250ｍメッシュの非常に粗い計算でございますけれども、32ページ以降に図面

でお示ししております。そういった範囲がつかるということでございまして、その浸水家屋の戸数

については 250ｍの統計資料を用いますと、先ほどお示ししました表のとおりということで、それ

以上の精査をちょっと今しておらない状態でございます。 

○今本ＷＧリーダー 

 現地視察で案内いただいたときを見ますと、大戸川の周辺は農地が多くって、住宅地、宅地はか

なり高いところにあったような気がするんです。ですから、 250ｍピッチで切るのがいいのか、道

路のそういう実際の等高線といいますか、そういったもので切らないと実態が把握できないんじゃ

ないかという気がするんですが、いかがでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 それはおっしゃるとおりだと思います。今、精査を進めているところでございます。 

○今本ＷＧリーダー 

 この大戸川について、どなたか、もうよろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

○芦田委員長 

 いろんな対象洪水で検討しておられますが、これは実績なんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 申しわけございません、いま一度。 

○芦田委員長 

 引き延ばしたとか、何かそういうことじゃなくて。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 今、実績洪水としてお示ししておりますのは 1.0倍、引き延ばしはしておりません。 

○芦田委員長 

  表 1.1、いろんなあれが、28年とか平成２年までありますね。これはその実績ですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

  実績でございます。ただ氾濫をしておりますので、氾濫をしたものを戻していると。 

○芦田委員長 

  この場合、床上浸水をするのはどれですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

  実績洪水で床上浸水をいたしますのは、８ページの表の 3.2.1をごらんいただきますと、「ダム
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なし」で「床上」と書いてあるところに実績、それぞれの洪水型ごとに実績で数字が入っている洪

水が実績で床上浸水が出るということになります。 

  例えば、一番上の5313型実績で、床上が 197戸と、まあ 250ｍメッシュの統計資料でございます

けども、こういうことでございますので、この表をごらんいただきたいと思います。 

○芦田委員長 

 それから、28年の多羅尾水害ですね、これが出てませんね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 すいません、先ほどから大戸川の脇坂でございますが、多羅尾水害につきましては雨量の計測が

されていないということでございまして、ちょっと再現ができないものですから、ここには載せて

おりません。 

○芦田委員長 

 そういう場合には非常に河床変動というか、河床堆積が、非常に土砂流出が多くて土砂害だった

わけですね。こういう洪水の計算にはなじまないんじゃないかと。そういうような、以下のここに

書いてあるような洪水では、河床変動とかそういう土砂流出なんかはあんまりないんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 大戸川の脇坂でございますが、今の流出計算、氾濫計算には土砂を一切加味しておりません。先

生ご指摘のように、大戸川、多羅尾災害の後の5313型の洪水で大量の土砂が出ておるということで

ございますので、今からその土砂も加味をいたしまして氾濫計算等を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○芦田委員長 

 はい、わかりました。 

○今本ＷＧリーダー 

 よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

○村上委員 

 村上です。質問ですけども、31ページのところに大戸川の流下能力の図がありまして、その 200

数十ぐらいのやつが確かにあるんですけれども、この下の図ですけども、堤防天端のところと、天

端マイナス余裕高のところが、この流下能力が低くなっているところはどれも差がないんですけど、

これは要はそこは堤防がない区間だということで理解したらいいですね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 大戸川の脇坂です。特に右岸で谷になっているところの堤防天端とマイナス余裕高が一致してお
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りますけど、おっしゃるとおり堤防がない区間でございます。 

○今本ＷＧリーダー 

 はい、どうぞ。 

○細川委員 

 細川です。最後の方に載っている、48、49、50あたりですけれども、黒津地点というのは大戸川

のほとんど無堤の、この間見せていただいた流域ですね。ここでだと、大戸川ダムがなしとありと

ということで、降雨倍率１倍の場合はかなり流量に差がありますけれども、それから後ろの宇治地

点、それから枚方地点になると、ほとんど流量には差がないというふうに書いてあると思うんです

が、それで間違いないでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 大戸川ダムの脇坂でございます。まず１点、ご注意いただきたいのは、縦軸のスケールが違って

いるということでありますので、同じ１mmの差であっても、流量にすると縦軸のスケールが違いま

すから、一概に見た目ではないということが１点と、それと８月19日にもご説明いたしましたけれ

ども、黒津地点では大戸川ダムがあることによって、この48ページの図面どおりの流量差が出てま

いるわけですが、天ヶ瀬ダムの下流の宇治地点、それから枚方地点になりますと、天ヶ瀬ダムとの

関連がございまして、ある程度のところまでは天ヶ瀬ダムで洪水調節ができますので、大戸川ダム

の効果はないということで、ほとんど流量差がないということにもなります。 

○細川委員 

 わかりました。そうすると、大戸川ダムの治水効果が大きいのは黒津地点のみというふうに理解

すればいいですか。天ヶ瀬再開発が済めばということですけれども。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 それは対象規模をどこにするかということによって違ってくると思います。 

○細川委員 

 わかりました。 

○今本ＷＧリーダー 

 ほかによろしいでしょうか。 

 私からもう１点、８ページに表の 3.2.1というのがありますね。これで洪水の型と、それから黒

津地点での洪水規模、実績と１/100というのがありますね。これでの流量は全部お示し願えるんで

すか。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 氾濫解析上の流量でございますね。 

○今本ＷＧリーダー 

 はい。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 後日お示しいたします。 

○今本ＷＧリーダー 

 これね、流量を示してもらわないことには、どの程度にこうなっているのかがわからないんです。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 わかりました。 

○今本ＷＧリーダー 

 よろしく。はい、どうぞ。 

○桝屋委員 

 ８ページで黒津地点の洪水規模、それぞれ実績と１/100というのが出ていますが、それのときの

１/100のときの降雨量は、どうなっていますか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 １/100の計画降雨量でございますね。ちょっとお待ちください。 

○桝屋委員 

  引き延ばすんですが、１/100というのはそれぞれ倍率が違うはずですね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 倍率は違います。 

○桝屋委員 

 それは倍率でいいですから、とにかく 231を何倍したかというのは出してほしいですね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長 脇坂） 

 わかりました。今、口頭で申し上げますけれども、黒津地点の１/100の計画雨量は 272mm、それ

であと倍率は、後日またお示ししたいと思います。 

○桝屋委員 

  はい、後でまた別途出してください。 

○今本ＷＧリーダー 

  では、次の「猪名川狭窄部上流の目標洪水および対策について」、資料２－１に移ります。質問、
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ご発言ございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○桝屋委員 

 １ページのところで、総合治水は28年９月の 148.3の1.05倍ですね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

  そうです。 

○桝屋委員 

  これは計算したら 155.7になるんですが、なぜ違うんですか。 148.3を1.05倍したら、計算して

みると 155.7になるんですが、これは何で 154.8になるのですか。そういうところをきちんとして

おかないと不信感をもたれますよ。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

  すいません、実質は1.04そこそこだったと思います。 

○桝屋委員 

  ここに1.05と書いてありますが、1.04ですか、倍率は。どっちかはっきりしてください。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

  ちょっと四捨五入しましたので、申しわけございません。 

○桝屋委員 

  細かい話で、これは関係ないのかもしれないけど、そういう細かいところもちゃんとしておかな

いと、資料そのものの信憑性が疑われますので。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

  すいません、 1.044でございます。 

○今本ＷＧリーダー 

   1.044という端数を用いた理由を説明してください。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川河川事務所長 林） 

  日雨量の1/10相当が総合治水の対象流量にしておりますので、実績の1.044を掛けております。 

○今本ＷＧリーダー 

 ちょっと聞こえなかった、何といわれましたか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川河川事務所長 林） 

 猪名川河川の林です。総合治水の対象は昭和56年に設定したわけですけども、1/10相当というこ

とで決まっておりますので、28年の1.044倍が1/10ということでございます。 
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○今本ＷＧリーダー 

  わかりました。それと今の同じ表の中で、銀橋地点の全部現況を計算、ピーク流量、２番目の方

が計算ピーク流量、これも実績の流量というのは示してもらえないんでしょうか。 

 例えば、実績のときから一庫ダムができて状況が変わったと。だから実績が変わった。それはそ

のときでいいんですけども、そういうふうに書いておいていただけばいいんですが、全部計算をや

られますと、正直いってどんな計算をされたのかわからないんですよ。非常に信頼感があれば計算

は正しいんだと思いますけれども、ない場合には、計算と言われたら、おかしくはないんだろうか

という目で見てしまうんですよね。 

 そういう意味で、実績は実績という形できちんとした数値も示してもらったら､ありがたいんで

すけどね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 実績については、ちょっと実績がつかめなくてＨＱ式で出しておるというものもございますので、

その辺、またご提示させていただきたいと思います。 

○今本ＷＧリーダー 

 ちょっと今の理由がわからなかった。実績はつかめてないんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 この銀橋のところについては、水位の観測所がないんですね。だから小戸地点での実績流量とい

うことで、そちらはあるわけなんですが。 

○今本ＷＧリーダー 

 そしたらね、小戸地点での流量もこの表に参考のために入れておいていただければ、非常にわか

りやすいんですけど。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 はい、申しわけございません。 

 前回の猪名川部会のときにもご指摘を受けたんですが、実績流量、そして一庫ダムがなし、そし

て一庫ダムがあり、そして余野川ダムがありということで、それを出してくださいということでお

聞きしておるんですが、こちらの方の作業をやりまして、ちょっと余野川ダムありのときの計算を

前回もやっておらないということでご説明させていただいて、今計算中でございますので、すぐに

また出させていただきたいと思います。 

○今本ＷＧリーダー 

 しかしね、この前の猪名川部会でお願いしながら、恐らくもう次の回はないかわかりませんよ。
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お話を聞く機会が。しかも、そんな難しいデータを要求しているじゃないんですよ。既にあるはず

なんですよ。 

 そういうところがね、ちょっと誠意が感じられないなあという気がしてしまいます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 計算中でございますので，でき次第ご説明させていただきます。 

○今本ＷＧリーダー 

 えっ。いや、計算。小戸での実績の流量ですよ。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 今私の言っておりますのが、余野川ダムありでの主要10洪水についての全部の計算でございます

が。 

○今本ＷＧリーダー 

 うーん、まあいいわ。ほか、ご意見ありませんか。はい、どうぞ。 

○田中哲夫委員 

 猪名川の田中哲夫です。今の資料の５ページですけれども、既に皆さんはきちっとおわかりにな

っているかもしれませんけども、もう一回私の頭の中の確認ですけれども、図－５の洪水調節容量

不足対策イメージ図の中の放流量増加というとこがありますね。現在の放流量が 150ｍ3/ｓ。現在 

150に設定している理由と 220までふやせる理由を知りたいのですが。 220までふやせる理由とい

うのは、下流の無堤地区の改修が絡んでいるんだと思うんですけれども、その辺をちょっと確認を

しておきたい。 

 それから、ここの図の中には、一庫ダムの容量の中に洪水調節容量だけしかありませんけれども、

利水の容量がありますよね。それのボリュームとの対比で、こういうことが可能かどうかはわかり

ませんけれども、弾力的な運用としては、利水容量があってもあさってには90％の確率で50mmの雨

が降るとなったら、その利水容量も食ってまで弾力的に 220流せるんだったらそこで流してしまう

という。降ってから流すんじゃなくて、前もって流せば治水容量というのはもっとふやせるんでは

ないかと。シミュレーションというのは、降雨の予想、それから、どれだけ入ってくるかというの

は、もう少し固定的ではなくてその場の天候の状況によって合わせて、さあ、これだけ流してもい

けるというシミュレーションができないのかなという気はいたします。 

 特に、この余野川ダムのとこに関しては、私はしばらくいませんでしたけども、やはり一庫ダム

のかさ上げというか容量を大きくする、堆砂容量を利用する、利水容量にまで食い込む、それから、

下の破堤がないなら弾力的に予備放流で目いっぱい流すということを。予想を持って流すというの
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はかなり大きなポイントになっていると思いますので、そこをちょっと確認。 

○今本ＷＧリーダー 

  答えはよろしいですか。 

○田中哲夫委員 

  150と 220だけはお聞きしておきたい。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 小畑でございます。この 150ｍ3/ｓにつきましては平成11年度に変更で見直しておるわけでござ

いますが、中小洪水に対して浸水被害が軽減できるという放流量が 150ｍ3/ｓということになって

ございます。それで、今回 150から 220まで上げておるわけでございますが、これにおきましては、

上流の方で兵庫県さんの方で現在進められております総合治水対策の堤防整備等ができれば、ここ

まで流量を上げても被害は出ないということで、ここまで可能という判断をしてございます。 

○田中哲夫委員 

  220ですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 はい、 220が。 

○今本ＷＧリーダー 

  はい、どうぞ。 

○池淵委員 

 猪名川部会の池淵です。きょうの説明で、その先をちょっとまた読み過ぎる嫌いがあるのかもわ

からないんですけども、余野川ダムとの接点は、治水容量、利水容量という紙一重のところでしか

つながらないということがいろいろあったんですけど、治水面における余野川ダムのそういった形

のものは、あらゆる洪水に対してという形で、きょう大戸川ダムでご説明あったようなシミュレー

ション等々が余野川ダムの治水効果という形で、今後そういう計算をされて出てくるというシナリ

オで説明されるのか、それがいつごろ出てきて、余野川ダムを治水面においても俎上に乗せて議論

できるのかという形のものがでてくるのかちょっとお聞きしておきたいなということと。 

 それから、そのときでも大戸のときでもそうですけど、保津川、木津川を開削した場合の下流へ

の手当という形で出てきておるんですけど、銀橋の場合も当然そういう開削というものが入って、

なおかつ開削の量も幾つかシナリオがあって、そういうものが今後早急に出てきて余野川ダムにつ

いても治水面において議論の俎上ができるような状況になっていくということを、早急になるんで

しょうねということをお聞きしておきたいなと。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 きょうお示しさせていただいたのが、猪名川狭窄部の浸水被害対策についての検討ということで

ご説明してございますが、この中でも58年については対策をしても被害が解消しないということで、

いろいろな組み合わせをやっていく中で、その効果量とあわせて、また掘削、狭窄部の開削につい

ても検討していきたいと思ってございます。 

○今本ＷＧリーダー 

 きょうはダムワーキングだということは御存じでしょうね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 はい。 

○今本ＷＧリーダー 

 猪名川部会じゃないんです。我々が今審議しようとしているのは、余野川ダムが要るのか要らな

いのかなんです。猪名川の狭窄部上流の治水対策を検討しているんじゃないんです。狭窄部上流の

治水に余野川ダムが要るのか要らんのかを検討しているんですよ。そのことについてのことが、こ

れで見ますと、６ページの表で余野川ダムが出てきているのは一番下の欄です。総事業費は 723億

ということで一番高くなっていると。このことは、やめますということを言っていると理解してよ

ろしいんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 この28年９月洪水、総合治水対策目標におきましては対策案の１つとしては考えられますが、コ

ストとしては余野川ダムを行った場合についてはコストが高いということで、それよりもこの青で

示してございます 126億の各対策でやる方が効果があるということをお示ししてございます。 

○今本ＷＧリーダー 

 今のお言葉は我々にとって非常にありがたい言葉でして、１つの判断ができたと。猪名川の銀橋

より狭窄部上流については余野川ダムは要らないと。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 きょうご説明したのは、28年９月と58年と２つを対象にしておるんですが、28年を対象にした案

のうち、今のところ一番安そうなのがブルーで書かれている６ページの案です。この案で昭和58年

９月の方は対応できるかというと残念ながら対応できてないんです。そうすると、８ページに書か

れているこの案にプラスしてまだ上流の対策を施さないといけない。この中で、かさ上げあるいは

利水容量の振りかえというのがどうしても必要になるかもしれません。ここは申しわけありません

がまだ検討ができていませんので、そういう前提でごらんいただければと思います。 
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○今本ＷＧリーダー 

 なるほど。しかし、このダムワーキングは、少なくとも各ダムの必要か不必要かを議論している

ワーキングです。そのワーキングに当初は環境調査の結果ばっかりの説明があった。環境の方には

失礼かもわかりませんけれども、審議する上でいえば、審議時間がほとんどそれにとられてしまっ

た。きょうのこういうのでも結局、私たちがやりたいのは、余野川ダムが必要なのかどうなのかと

いう判断なんです。その１点に絞って説明していただきたいんです。狭窄部上流の治水をどうした

らいいのかということは、これは猪名川の部会でやるべきことだと。ここは猪名川部会の分までや

るほどの時間的余裕がありませんのでね。 

  どうぞ。 

○本多委員 

 猪名川部会の本多です。先ほどおっしゃいましたように、確かに余野川ダムにかかわる問題を議

論するとするならば、利水容量の振りかえというのが問題になっていたと思います。それに対して、

今までの案では、府営水に振りかえる、地下水に振りかえるというようなものが検討されていたと

思うんですね。結局、ダム以外の２つの案がいけるのかどうかということは検討してくださったん

ですか。例えば、府営水の方に話をしていただいて、じゃ、 179万ｍ3 は面倒を見れますよとか、

池田市も、じゃ、それでいいですよとか。そんなことは可能かどうかということを検討してくださ

ったんでしょうか。それとも今は案だけ連ねられていると、３つの案だけが連ねられているという

ことだけなんでしょうか。それでは、ダムが要るのか要らないのか、ほかのことでいけるのかどう

かというのがわからないままになってしまいますので。 

 案としては確かに 179万ｍ3 ほかへやれば治水容量が増すということでいい考え方だと思います

が、果たして、じゃダムだけなのか。ほかの案は実行可能なのかどうなのかというとこら辺は、随

分時間がたちますけども、どのように池田市なり府営水なり、それから実際に地下水なり。地下水

も 179万ｍ3 は無理であったとしても、じゃ、 100万ｍ3 ぐらいはいけるんだろうかとか、そのよ

うなことをちゃんと綿密にしていただいたのかどうか、ちょっとそれをお聞かせいただけますでし

ょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所長 小畑） 

 今、検討といたしましては、府営水道への振りかえにつきましては、ハード面ということで、振

りかえた場合に送水管のつけかえが10km必要になるとか、あるいは現在の古江浄水場の増改築が必

要ということで、ハード的なところの検討をやってございます。それで、大阪府さんについての協

議については、今、水需要精査という観点もございまして、まだこちらの方からいけるかどうかと
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いうことでの直接の調整はしてございません。それと、地下水利用につきましては一応豊能町さん

の方にヒアリングを行ったんですが、町さんの方も自己水源として活用が可能かどうかということ

でいろいろ調査されたようなんですが、一定の量については期待できないということもヒアリング

でお聞きしてございまして、地下水振りかえについては難しいんではないかなというふうに考えて

ございます。 

○本多委員 

 本多です。本来ダムワーキングでは、余野川ダムにかかわることについてそういうことを議論す

る場だろうと思うんですね。実際にそういうことを資料として上げてもらうのが本来この会議の意

味じゃないかと思うんですね。大阪府営水がハード面でまだ十分できていないとか。それから、地

下水の問題も今おっしゃいましたけども、これは豊能町だけじゃなしに池田でも地下水は昔使って

たわけですね。それが違うところに利水することになって放置されているとか、いろんな事情があ

りますから、もっとその辺は検討する余地があるはずなんですね。その資料をまさに出して、代替

案として使えるのか使えないのか。有効なのか。それともやはり余野川ダムしかないのか。また、

余野川ダムそのものがどうなのかということを議論する場だろうと。その資料が本来なら出てきて

当然なんじゃないだろうかというふうに思うわけです。以上です。 

○今本ＷＧリーダー 

 次に移らせてもらってよろしいですか。 

 それでは、その次、資料３－２についてのご意見ございませんか。はい、どうぞ。 

○西野委員 

 流域委員会の西野です。７ページですね。いろいろ結論が出ているんですけども、昭和２年の水

位低下というのは実績では－ 102cmでした。それを仮にゼロにしたところで－ 150まで下がるとい

うことで、なぜそうなるかというのがちょっとまだよく理解できないんですけども、その場合に、

取水制限というのが最大取水量を平成13年の実績で計算しておられる根拠ですね。あとは、平成６

年よりも昭和14年は降水量がやや多かったという話なんですけども、平成６年でも－ 123まで下が

っていないわけで、何かこう見ていますと非常に無理無理に水位を下げているような印象があるん

ですけども、そこはどうでしょうかということです。 

 あともう１つは、13ページのところに琵琶湖の浸水図というのが出ていますが、昭和36年、戦後

最大の実績でいきますと、浸水被害というのは床上はもう全く出ておらなくて、床下だけが出てい

るということで、実績でいうと、ＢＳＬをゼロにしても床下浸水が59戸であるということで、それ

はそれでいいということですか。確認だけです。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 河川環境課長の豊口でございます。昭和14年の実績の水位低下と比べて、このシミュレーション

が水位が低下し過ぎではないかというご質問だったと思いますけれども、その点につきましては、

これは現在の水需要の中で再計算をしていますので、当時の少ない水需要のときと比べると、再現

計算をすると水位が下がるということです。それから、平成６年が 123だったのに対してそれより

も下がるのは、年間降水量が平成６年よりも多かったのにおかしいんではないかというご質問だっ

たかと思いますけれども、これは、以前に渇水対策容量の説明をさせていただいたときに、昭和14

年というのは必ずしも年間降水量が最少ではございませんと。過去３位ですということ。それから、

例えば平成６年と７年の降雨状況を足し合わせたときにこんなに水位が下がりますよというような

ご説明をしているんですけども、降水量の多い少ないにかかわらず、降雨パターンなり、要するに

雨の降り方によって水位は変動し得るということです。これがまさにシミュレーションをした結果

であるということです。 

 それから、なぜ平成13年の水需要を使っているかということですけれども、現在平成16年でござ

いますが、14年までのデータが比較的整理ができている。ただ、その14年につきましては渇水年で

あったということもあって、調整後の取水量のような形になってございますので、一番近年に近い

平年の水需要ということで平成13年のデータを使わせていただいております。 

 それから、浸水被害のご質問につきましては。 

○河川管理者（近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 副所長 酒井） 

 琵琶湖河川事務所の酒井でございます。13ページの琵琶湖浸水図のご質問かと思いますが、昭和

36年の１倍で迎洪水が－ 0.2ｍの場合、床上浸水が緑色なんですけども、床上浸水がないというこ

とでよろしいかというご質問かと理解したんですが、床上浸水は昭和36年の１倍の場合にはないと

いうことで。ただし、干拓地がまだ調査を今行っておりまして、そこは対象に入っていないという

ことでございます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 36年は既往最大ではございませんで、既往最大というのは明治29年でございまして、そのときの

雨量に相当するのは昭和36年の 1.5倍ぐらいであります。 

○今本ＷＧリーダー 

 はい、どうぞ。 

○西野委員 

 最初の質問の件ですけども、まだ少しよくわからないのは、平成６年あるいは平成14年に非常に
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水位が下がったときには、当然、取水制限というのは－90よりもっと前にやっていたか、私も記憶

がないんですが、あるいはかなり制限をしていたというふうに記憶しているんですけども、それで

やったとしてもこのシミュレーションになるということでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 河川環境課でございます。平成６年も確かに取水制限等を行っております。それで、最大20％ま

での取水制限をしていますので、今再現計算をし直しますと、 123ではなくて、もっと 150cmを下

回るような水位になろうかと思います。仮に制限なく実需要のまま計算したならばということです

ね。これと同じようなシミュレーションをしますと、この昭和14年が最大渇水ですから、これより

も改善というか、これよりはいい結果になろうかと思いますけれども、もし何も調整しなかったな

らば、 123よりも下がり、 150よりも下がるであろうということでございます。 

○今本ＷＧリーダー 

 納得できませんな。 

○西野委員 

 聞きたかったのは、実際に水位が－123にまで下がったときの実績でシミュレートしたときに、

昭和14年だったらどこまで下がるんですかということをお聞きしたかったんです。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 平成６年の実際の取水量でシミュレーションをしたらどうなるかということについては、ちょっ

と今手元に計算がございませんので、検討させていただきたいと思います。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 質問の趣旨は、平成６年と同じ程度の取水制限をしたらどうなるかということですよね。今この

計算は－90cmから取水制限10％、 110で20％になっていると思うんですが、これが当時実際にやっ

たことと大体同じことです。ルールとしてはほぼ同じことです。90cmをちょっと超しているとか前

後していたと思いますけれども、平成６年のみならず、淀川水系で水位が 100cm前後になったとき

の、これまで積み上げてきた、文書で書いたルールではございませんけども、実施してきた取水制

限です。 

○今本ＷＧリーダー 

 はい、どうぞ。 

○細川委員 

 細川です。ちょっと片手落ちじゃないかなと思うんですけども、渇水のときにはシミュレーショ

ンされているのは、琵琶湖の制限水位は従来どおりの－20cmと－15cmですよね。今度は浸水の問題
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のことに関してでしたら、ゼロ、つまりプラスマイナスゼロでシミュレーションされていますよね。

当然、渇水のときだったらば、これをプラスマイナスゼロにすれば、当然それだけ渇水に対しては

逆に効果があるはずですけれども、渇水のときにはプラスマイナスゼロでシミュレーションはでき

なかったんでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 河川環境課でございます。大変申しわけなかったんですけれども、ちょっときょうは説明をはし

ょりましたので、５ページをお開きいただければと思うんですが、琵琶湖の制限水位を見直しては

どうかというご意見があったので検討してみましたけれども、実施上の課題というふうに書かせて

いただいておりますが、琵琶湖の制限水位を引き上げることについては問題があるということで検

討の対象にしなかったということです。それで、どういう問題があるかということについて８ペー

ジ以降で整理させていただいているということで、どういう問題かということを説明する上で、こ

れを10cm引き上げたらどういう問題があるか、20cm引き上げたらどういう問題があるかということ

なので、そこについては引き上げた検討結果を示しているということです。 

○今本ＷＧリーダー 

 よろしいですか。はい、どうぞ。 

○荻野委員 

 荻野でございます。今の丹生ダムについて、利水の観点から丹生ダムが必要かどうかということ

が議論になろうかと思います。今の説明のように渇水調整ダムに切りかえるということは、計画当

初の利水者がもういなくなって、１億 1,000万ｍ3 の貯水容量に空きができたのでこの空きをいわ

ゆる渇水調整用として、例えば10年に１回とか20年に１回の異常渇水時に使おうと言う意味です。

それは、琵琶湖水位が 150cmほど下がってきたらここから先は補償水位に入るわけですから、丹生

ダムをつくっておいて、 150cmまで下がった段階で１億 1,000万ｍ3 の水を使おうというふうな考

え方に聞こえるんですが。 

 そうだとするとまだいろいろなオプションが考えられますね。補償水位から利用水位－２ｍまで

50cmですから約３億ｍ3 。琵琶湖総合開発計画からいきますとまだ使えなくはないわけですね。そ

れから、先ほどおっしゃったように、もっと前に取水制限していくというような考え方もあるし、

それから大川放流量も小さくしていくというような考え方もあろうかと思います。いろんなオプシ

ョンが考えられます。そういうオプションの中で、今１億 1,000万ｍ3 を渇水調整に使いたいとい

うことだとすれば、これは議論の余地があって、それは要らないという言い方もあり得るのではな

いかなと思います。 
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 何かコメントありますか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 河川環境課長の豊口でございます。利水容量がなくなったならばその部分を渇水対策のために振

りかえられるというようなご趣旨のご発言がございましたけれども、丹生ダムについては、もとも

と渇水対策容量というものが入った計画になってございます。利水等の状況によってその容量をふ

やし得る可能性はありますけれども、基本的には、もともと見込まれていた容量であるのがまず１

つです。 

 それで、その運用方法についてはいろいろオプションがあり得るのは確かだと思いますけれども、

例えば、早目に取水制限をするというのを一例で挙げられましたけれども、これは、シミュレーシ

ョンの結果として最終的にはこうなってしまったなというのをわかった上でシミュレーションをし

ていますので、あっ、この年については早くやっておけばよかったなという話になるわけですけれ

ども、実運用上はその年がどんなに大渇水になるかわからない中での運用をするわけですから、も

う全然やる必要がなかったときに取水制限に踏み切るのかということになりかねなくて、いわばオ

オカミ少年のようになりかねないので、余り拙速に取水制限をするというのは理解も得られにくい

し、実際そういう運用をするとなると合意形成は大変ではないかなというふうに思っております。 

○荻野委員 

 ちょっと僕は誤解してたんですが、計画の当初からそういう渇水調整の容量を含んでたんですか。

それとも１億 1,000万ｍ3 が大阪府、阪神水道それぞれに水利権の張りついた水であったのか、そ

の辺はどうですか。もしあればそこの水量をはっきりと出してください。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 豊口です。もともとの丹生ダム計画に位置づけられている渇水対策容量は 4,050万ｍ3 になって

います。ですから、今いろんなケースとして幾ら不足ですと言っているものがどれだけ容量として

確保できるかはわかりませんが、とりあえず現状で現在の計画に位置づけられているものは 4,050

万ｍ3 であるということです。 

○村上委員 

 村上です。今の荻野さんの発言の中でちょっと勘違いがあったんじゃないかと思うんですけど、 

1.5は補償水位じゃなくて利用低水位ですよね。補償水位は２ｍですね。 

○荻野委員 

 確認しておいて下さい。 

-28- 



■第８回ダムWG（2004/11/10）議事録 

○村上委員 

 はい。それで本題ですけれども、ここの渇水の説明なんですが、私としては全然納得ができませ

ん。特に、節水とか取水制限等のところですけれども、このオプションはもっと多数あるはずでし

て、ここがもっと検討が可能だろうと思います。それで、この資料を見せていただいて非常に僕が

感じたのは、なるほど、こういう節水とか放流量を減らすことでの水位の上昇に関する効果という

のは非常に大きいんだということを、この資料を見させていただいて感じたところです。ですから、

取水制限の開始が－90cmあるいは－ 110cmというのを見直す、それから、いつも議論に出ている大

川の維持流量ですね。その辺に関してはもっといろんなオプションを出してみて、これが社会的に

受け入れられるのかどうかという検討ができるはずですから、これだったらできるというのを逆に

出していただいて、それは本当に可能なのかというような検討の順序もあり得るのじゃないかと思

いますので、もっと考えていただければと思います。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 河川環境課長の豊口でございます。これも若干説明をはしょってしまったのでわかりにくかった

かもしれませんが、維持流量についても取水制限と同様に、これは削減したならばどうなるかとい

うことをシミュレーションさせていただいているということをつけ加えさせていただきます。 

○村上委員 

 ええ、それは存じ上げていますが、例えば維持流量の放流制限でも、－10％ということでは７ｍ

3/ｓ、－20％だと14ｍ3/ｓになりますけれども、これを例えば最初から７ｍ3/ｓではなく10ｍ3/ｓ

にするとか、いろいろやり方はあるはずです。取水制限と同じ率にする必要は必ずしもないはずで

すから、そのあたりのいろんな検討をしていただければと思います。 

○細川委員 

 細川です。確認させていただきたいんですけれども、10ページの資料によりますと、36年６月の 

1.0倍の場合は、たとえプラスマイナスゼロであっても床上浸水家屋はなしということですよね。

ですから、その隣の資料に載っている18から41ふえるというのはすべて床下浸水と思っていいんで

しょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 豊口でございます。そのとおりでございます。 

○細川委員 

 それと、36年６月の 1.2倍が１/100確率というのは教えていただいたんですけども、それでいく

と、36年６月というのは大体何年に１回ぐらいの洪水ということになるんでしょうか。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 副所長 酒井） 

 琵琶湖河川の酒井でございます。昭和36年の 1.2倍は、琵琶湖の水位でいきますとほぼＢＳＬ 

1.4ｍに相当します。昭和36年の１倍は1/30で、昭和36年の 1.2倍はおおよそ１/100でございます。 

○今本ＷＧリーダー 

  どうぞ。 

○塚本委員 

 塚本です。大戸川ダムの一例として31ページの上の図で、例えば距離が 4,000という。 

○今本ＷＧリーダー 

 すいません。今、琵琶湖のことをやっていますので。 

○塚本委員 

 ああ、そうですか。ごめんなさい。 

○今本ＷＧリーダー 

 ちょっと私も質問があるんですけど、例えば４ページのこの図を見ますと、①と①′というのの

比較がありますね。これは維持流量の放流制限なしありだと。これはなかろうとあろうと、例えば

－90cmからしても、その差は－ 1.3ぐらいからしかあらわれていませんね。これはほかのケースで

もそうなんですけどね。ということは、そこまではそんなにどっちでもいいんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 豊口でございます。どっちでもいいということではなくて、だんだん水位が下がるに従って率が

ふえていっていますので、図面上開きがよく見えて。前回も同様の指摘を受けたんですが、線の太

さ等の関係があって見にくくて。 

○今本ＷＧリーダー 

 その差は線の太さ程度だということですね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 はい、そうです。 

○今本ＷＧリーダー 

 そういうことですね。そしたら、やろうとやるまいと線の太さ程度じゃないですか。 

 それと、なぜ－90cmまで制限をかけないんですか。－60cmぐらいからやったらまた全然違うんじ

ゃないですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 豊口でございます。－50cmなり－60cmなりということでかなり早目にやれば、それはかなり早目
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の効果が出てくるのは確かです。ただ、先ほども申し上げたとおり、これはこのときが最大渇水だ

なとわかってシミュレーションしているので、この年に限ってやればよろしいんですけれども、も

し－50でやるとなれば、例年そういうふうにやるということでないとならないと思いまして、そう

しますと、かなりの頻度で取水制限ということが発生するのではないかというふうに考えています。 

○今本ＷＧリーダー 

 毎年やったっていいじゃないですか。琵琶湖の水位をそんなに下げたくないというんでしたらね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 はい。合意形成さえ図れればですね。毎年することには合意形成が必要かと思いますけれども、

シミュレーション上は計算は可能ではあります。 

○今本ＷＧリーダー 

 合意形成できるように努力してください。 

○村上委員 

 今の件に追加なんですけど、いつも河川管理者の方たちから、最近降水量が減って利水上の実力

が低下しているということも常々おっしゃっていることですから、こういうことは一般の方に理解

していただける一つのキーだと思いますから、そういうことの説得に関してももっとエネルギーを

割いていただければと思います。 

○今本ＷＧリーダー 

  はい、どうぞ。大戸川と違いますよ。 

○塚本委員 

 いえ、共通の話をしたかったので。30％渇水の対策という場合、取水のシステムで例えばシーク

ェンスバルブとか定圧、定量コントロールのものをうまく使って、連続的にどこも等分布で等量で

出るということが整備できれば、ある意味では今、使い過ぎという感覚は、私もそうですけど子供

たちも含めてあると思うので、可能だと思うんですけどね。その辺はどうなんですか。ばあっとど

こかが多量にとってしまうから断水してしまうんですか。その辺はどうなんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 河川環境課の豊口でございます。断水のメカニズムを明確に把握はしておりません。これは利水

者からもいろいろ聞き取りをしておりますけれども、非常に複雑な問題がございまして、例えば大

阪府営水道なり阪神水道なりという各市町村に給水しているような事業者の場合には、取水制限に

応じて給水量が制限されるような形になるんですけれども、そういったものを受けた市町村が、か

つその市町村が独自に持っている水源もあります。それで、市町村が持っている水源も淀川を水源
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としている場合もあれば、地下水を水源としている場合もあるということで、いろんな要因が複雑

に絡み合っているので、自治体によって受ける痛みの程度というのは違いがあって、大丈夫、対応

可能だというところもあるのかもしれませんけれども、対応ができないというところもあろうかと

思います。 

 また、給水している地域が高台の方にたくさん給水しなければいけないとか、給水ポイントが何

点もあって小さな圧で送れるところもあれば、広域的なものを一点で持っていて送らなければいけ

ないとことかいった給水のシステムも事業者によって違うと思うので、いろんな要因が複雑に絡み

合っているので、万事どこでも大丈夫というようにはならないのかなというふうに考えています。 

○塚本委員 

 そこは逆に言って、節水、要するに水をできるだけ大切に使おうと言うんだったら、もう少しき

め細かく実情はどうなんだ、どう対策できるんだという。かなり対策できると思うんですよね。だ

から、その辺はしっかりと調べていってほしいと思います。それによって現状の状況が非常によく

わかってくるはずです。 

○寺川委員 

 今のいろいろ説明とかお話を聞いていて、何か机上の空論を話し合っているような感じがするわ

けです。その前提として３ページに検討条件（共通事項） というのが６点ほど挙がっているんで

すけれども、これは昭和14年から16年の既往最大渇水というのが前提になっているということだと

思うんですけれども、実際、近年の水位とかあるいは渇水状況なんかを見ますと、ここに挙がって

いるようなこんな深刻な状態というのは余りないんじゃないかと。だから、確かに 100年確率とか

ということになってきたときにはこういう事態もあるかもわかりませんが、これを見ますと、しょ

っちゅう何かこういうことが起こってきて大変な状態になりますよというようなことを言わんとし

ているのかなと思うんですが、しかし、実態としては、先ほどからいろいろ出ていますように、も

っと現実的な議論とか緻密な検討、計画というものをつくらないと、ちょっとこれでは検討できな

いのではないかという感じがします。 

  最近我々が体験したのでは、平成６年の－ 123cmというのがあるんですけれども、そのときでも、

これまで指摘しているように、そんな断水になって大変な事態に至ったというようなことはないわ

けでして、今後の利水がまだ出ておりませんけれども、かなりむだな水の使い方をしているとか、

あるいは今後さらに利水が減っていくというふうなことを考えますときに、もっと賢明な運用をす

れば、こんな状況が近々に出てくるというようなことはとても考えられないわけでして、そういっ

たところも踏まえて、十分な再検討は必要であろうというふうに感じます。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 河川環境課の豊口でございます。机の上にファイルがございまして、５－９という資料をもしお

開きいただければと思いますが、以前に渇水対策の説明をさせていただいたものですけれども、こ

の５－９というのは５－８という資料の別紙になっているんですけど、別紙３というやつを見てい

ただくと、平成６年、平成７年の水位の状況が見られるかと思います。５－９の２枚目の別紙３と

いうものですけれども、平成６年の場合も９月にぼんと水位が上がって、たまたまよかったなとい

うことでございます。逆に平成７年のような状況だと、秋からずっと水位が下がっているという状

況です。 

 これはたまたま雨の降り方がこうであったのであって、６年のような状況から７年のような状況

に連なると、６年プラス７年という水位を示していますけれども、こういうことになり得るという

ことで、これは近年の降雨状況から見ても、決して昭和14年だけが物すごく特異なケースというこ

とではなくて、こういうことはあり得るんだという説明を以前させていただいたところです。これ

は物すごく特異な重ね合わせをしたのではないんですけれども、この重ね合わせをしたときの月別

降雨というのをその下に示していますが、 1,444mm程度の年間降水量になるんですけれども、最近

でも 1,400mm程度の雨はよく起こるので、雨の降る時期、降り方次第ではこういうこともよくあり

得るのではないかというふうに考えております。 

○今本ＷＧリーダー 

  それでは、次の分に、もう１つ、はいどうぞ。 

○三田村委員 

 ７ページに、断水のおそれがあると見積もっていらっしゃるんですが、京阪神の何戸が断水のお

それがあると見積もられたんでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 戸数では把握しておりません。 

○三田村委員 

 およそでもわかりませんか。全くのおそれだけですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 利水者からヒアリングをしたところ、平成６年の20％の取水制限でぎりぎりだったというような

ところが幾つかの市町村でございますので、各利水者がそのうちどれぐらいが無理なのかとか、そ

こまではわからないところですね。 
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○田中真澄委員 

 水位についてなんですが、もちろん琵琶湖の水位については、琵琶湖に流入する河川がその水位

に関係していると思うんですが、もちろん今言うあそこの姉川だけが川ではないんで。この渇水期

あるいは水位に関して、まあいえば20近くのダムが各河川にあるわけなんですが、この水位に関し

て、ここからダムの操作によって水位云々ということについては検討の課題には入ってないんでし

ょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 河川環境課の豊口です。ほかの川からも流入量を調節するようなことは考えていないかというご

質問ですか。 

○田中真澄委員 

 はい。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 とりあえずそのようなダム計画というんですか、流量を調節できるようなものは、琵琶湖に大き

く改善できるようなダムはなかなか考えにくいのではないかなと思っておりますけども。 

○田中真澄委員 

 それこそ、多くあるダムの機能の振替操作することも考えていいのではないでしょうか。今現存

しているダムの機能の中ではそれは余り効果がないということなんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 豊口です。現存のダムはやはりそれなりの使用目的を持った容量があるので、仮に使うとなって

もいろいろ調整が生じると思います。仮にそれが調整がついて使えるとなったとしても、容量的に

は大きなものにならないというふうに考えております。 

○田中真澄委員 

  わかりました。 

○今本ＷＧリーダー 

 次に行きます。資料３－１、姉川・高時川。よろしいですか。 

 村上さん、どうぞ。 

○村上委員 

 村上です。既にもう何人かの方からも指摘されていることの繰り返しみたいになるんですけど、

今ちょうど過去の資料を参照くださいと豊口さんがおっしゃった資料だったんですけど、実績水位

が平成６年は－123cm 。計算上は－ 169cmになっていました。これは、たしかこのときは取水制限
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等のことが入ってない計算だったのかと思うんですけど、これに関して先ほどから西野さんとか寺

川さんとかがおっしゃっているところは、そのシミュレーションがほんまに実績と合っているのか

ということの指摘だったと思うんですけれども。 

 実際そこのところで当時運用されたときに、実際そのときの運用の場合をシミュレーションし直

すと、本当に－ 123cmになるのかということをちゃんとお示しいただけませんか。これは治水の方

もそうなんですけど、シミュレーションがどのくらい現実と合っているのかというのが結構信用で

きてないところがありまして、わかっている数字はあるはずなので、そこをお示しいただけないで

しょうか。それは治水に関してもそうなんですけれども。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 豊口です。シミュレーションが信用できるのかと言われると、どういったシミュレーションにな

っているかというものをどのようにお示ししたらいいか、ちょっと検討させていただきたいと思い

ます。 

○村上委員 

 それもありがたいんですけど、とにかくやってみた結果を示していただければありがたいです。 

○今本ＷＧリーダー 

 はい。最後。 

○寺川委員 

 ついでに聞きたいんですが、先ほど渇水期に丹生ダムに水はあるのかということで、我々一般的

に考えて、水はないんじゃないかというふうに思うんですけど、それはあるんだということなんで

すけど、その説明が５－３に書いているというから見ているんですけど、その辺の説明をもし時間

があったら説明していただきたいんですが。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川環境課長 豊口） 

 豊口です。必ずしも昭和14年の説明になっておりませんけれども、この５－３の資料で説明させ

ていただいているのは、まず丹生ダムの流域というのは雨が多いですよと。５－３の３ページあた

りを見ていただくとよろしいかと思いますけれども、ちょっと番号が違うのかな。５の③です。５

の③というのは琵琶湖水位と丹生ダムの貯水池運用の関係という資料なんですが、違いますか。 

○今本ＷＧリーダー 

 では、別の機会にしてもらえませんか。 

 私は、きょうのダムワーキングは非常に低調だなと。先ほどから一般傍聴者から怒られるなと思

いながら進めているんです。といいますのは、このダムワーキングは、ダムが必要かどうなのかと
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いうことを判断するために開いている特別のワーキングです。ところが、まだ自分の理解を深める、

あるいはこういうことを知りたいということで、非常に河川管理者側の説明も肝心なところを避け

てやりますし、それに乗せられて委員もそうやっていると。次回からはワーキングにおいては、ダ

ムの必要性を判断する上で不要な質問は我々もやめるようにしましょう。 

 時間も大分過ぎましたので、次に、資料番号のない「ダムＷＧ報告（案）骨子」というものにつ

いて報告だけしておきます。 

 これは、ダムワーキンググループの中に報告をつくるための作業部会が設置されています。今の

ところ、12月20日の委員会を目指しまして報告をする予定です。それで、何をやっているのかとい

うことをわかっていただくために、きょうこの資料だけ配りました。中身の説明は省略させてもら

いますが、全体的に大きく分けまして、ダムについての基本的な考え方、これはこれまで委員会が

やってきましたことをまとめます。それから、２番目は事業中のダムについての評価ということで、

各ダムについて目的とその効果があるのかどうか、あるいはダム以外の方法はどうなのかと。そし

て最終的に評価を行います。さらに最後の章で、例えばダム以外の方法を採用するとなったときに、

どういうケアをしなければならないのかといったたぐいのこと。ダムを建設するということになっ

た場合には、それなりの注意すべき事項をまとめたいと思っています。 

 これは説明すると長くなりますし、きょうお配りしたものはこれからどんどん変わっていきます。

ただ、こういう形で作業部会はやっているんだなと。来月にはこれの報告書が文書となって出てく

るんだなということは期待しておいてください。 

             〔一般傍聴者からの意見聴取〕 

○今本ＷＧリーダー 

 あと、一般傍聴の方のご意見に移りたいと思いますが。新人おられませんか。はい、どうぞ。 

○傍聴者（野村） 

 ご苦労さまです。関西のダムと水道を考える会の野村でございます。きょうの参考資料１の一番

終わりなんですが、意見書を出させていただいておりまして、 524ページから先なんです。「異常

渇水は『大川』の維持流量カットで楽々クリア！」という題で出させていただいております。ぜひ

お読みいただきたいと思いますが、ポイントだけご説明しておきたいと思います。 

 きょうの河川管理者側の説明でもよくわからなかった部分というのが、いわゆる維持流量カット

の部分なんですね。カットしているシミュレーションも出していますよということなんですが、で

は、具体的にどういうカット内容になっているのかということが示されておりません。ですから、

これはぜひ委員会から要求していただきたいと思いますが、それとは別にしまして、私達独自で出
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したものが以下でございます。 

 結論から申しますと、丹生ダムと大戸川ダムが仮に全部利水が撤退したと。その場合に容量が幾

ら空くか。これは、きょう出ておりますように約１億 1,000万ｍ3 空くわけですね。しかし、大川

の維持流量を仮に10ｍ3/ｓ。この私達の意見書では、琵琶湖水位が－60cmから始めるべきだという

ふうに書いているんですが、仮に90cmですね。従来90cmですから、それから始めたとしてもたった

の10ｍ3/ｓ、大川は維持流量が60ｍ3/ｓですから、そのうちの10ｍ3/ｓをカットしただけでも、こ

の昭和14年のシミュレーションで－90cmからスタートして、そのボトムになります翌年の１月５日

ですね。この間 150日ほどあるんですが、これをたったの10ｍ3/ｓカットしただけでも、トータル

で１億 3,000万ｍ3 になります。ですから、先ほど言いました１億 1,000万ｍ3 を超してしまいま

す。もし15ｍ3/ｓやれば２億ｍ3 近くになります。非常に大きな値になります。これを利用しない

手はないではないかというのが私達の意見です。それで、その場合に、では、何も問題がないのか

ということになると思うんですが、平成６年の渇水のときを調べますと、塩害ですね。大阪湾の海

水が逆流してくるという新聞記事が出ておりました。それが 524－７の朝日新聞なんですね。「し

ょっぱい旧淀川」と書いております。 

 それで、私どもは大川をずっと歩いてみました。実は、先年水利台帳を見ておりまして、この大

川にどういう水利権が設定されているかというのを調べておりましたので、それが 524－８ですね。

ただ、これは13年３月31日現在なので、恐らく今はこの中のかなりのものがもう消滅しているだろ

うと思いますが、一応これをもとに歩いてみたわけです。それが 524－９です。私どもがつくった

地図なんですが、これからいいますと、きょう現在で上水道の取水は全くありません。工業用水の

取水でされているのは２カ所だけです。一番毛馬水門に近い、すぐ直下の大阪市工水の毛馬取水場

があります。それと逆に一番下流側の大阪臨海の桜宮取水場、この２カ所だけです。ほかは民間が

あったんですが、全部マンションとかにかわっております。三菱金属なんかも例の帝国ホテルにか

わっております。ですから、現在は工水についてはこの２カ所だけです。しかも、この大阪臨海は

もう平成19年からは取水しません。ということで、３年先からはこの毛馬取水場だけになります。

ということは、最も上流の最も毛馬水門に近いところだけが将来的にも取水を続けるということに

なります。 

 それで、では、塩害は大丈夫かと。朝日新聞の言っていることは大丈夫かということなんですが、

これも平成６年の資料を見たりしますと、 524－13は水資源開発公団のこのときの渇水記録のある

ページです。こういうふうに３カ所の塩分濃度が示されております。あるいは右側の 524－14は私

どもがつくったんですが、元資料は河川管理者からいただいております。このときに大川の毛馬水
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門のカットをどういうふうにやったかと。最初15ｍ3/ｓカットだったんですが、最終は30ｍ3/ｓカ

ットまでいっております。朝日新聞の記事は、この30ｍ3/ｓカットの９月13日の記事です。という

ことで詳しく見ていただきたいんですが、この辺を考え合わすと、恐らく15ｍ3/ｓでも全然問題が

ない。10ｍ3/ｓなら勿論、全然問題ないと思います。毛馬取水場での塩分濃度が上って取水できな

くなると。こういうことは、10ｍ3/ｓ、15ｍ3/ｓぐらいのカットでは、10ｍ3/ｓということは50ｍ

3/ｓ流れるわけです。15ｍ3/ｓでも45ｍ3/ｓ流れるわけですから、そんなことは考えられないと思

うんです。 

 ということで、毛馬のカット、大川へのカットをぜひ十分ご検討いただきたいと思います。以上

です。 

○今本ＷＧリーダー 

 では、どうぞ。 

○傍聴者（浅野） 

 月ヶ瀬憲章の会浅野です。きょうの資料で、資料１－２、ここに２枚目に「引き延ばし後の洪水

に該当するのは川上ダム関連だけである。島ヶ原上流域の降雨及び流出量」という表が出ておりま

す。 

 昭和40年台風24号というのが上から６行目に示されておりまして、それで、これは引き延ばしを

昭和57年の8210降雨の２日間 319mmにして引き延ばしたら、1.56倍の引き延ばしという非常に単純

な、こういう大きな地域の平均降雨を非常に単純に引き延ばしておりますけれども、これはこうい

う地域では絶対にあり得ないことで、「河川砂防技術基準」によりましても、こういった場合にお

いて、単純に引き延ばすことによって著しく不合理が生じる場合には修正を加えるものとするとい

うふうにもなっております。そしてまた、その対象降雨と実績降雨との間に、降雨の継続時間の調

整を行わなければならないわけなんですね。実績降雨の継続時間が対象降雨のそれよりも短い場合

には、継続時間はそのままですが、降雨量のみを対象降雨の降雨量に引き延ばして、この場合にお

いても不合理が生じる場合には、その範囲において修正を加えるものとするというようにして、こ

のバージョンがあり得ないと思われるような自然条件を無視したような形になる降雨波形は、修正

を加えるということを今までもやってきているはずなんですね。 

  また、現在の新しい「河川砂防技術基準」でも、そのようにして実態と非常に外れるようなこと

になるような降雨の引き延ばしに対してはちゃんと調整をすると。これがやられてない数値なんで

はありますが、よく見てください。島ヶ原地点ピーク流量、流出計算値現況というようになってお

りまして、これで同じ引き延ばし洪水の流出量は 4,149ｍ3/ｓになっております。そして、それま
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での河道を壁立にしまして、私がいつも計算で示しているように、ほかには水が漏れないという形

での計算だと思うんですが、これで 5,887ｍ3/ｓになってます。 

  この差は、もちろん横から入ってくる量、島ヶ原のところにおける降水、集水域もありますので、

それはこの場合 200ｍ3/ｓから 287ｍ3/ｓぐらいに及ぶと思いますが、そうなりますと、この岩倉

地点ピーク流量が 5,600ｍ3/ｓになります。 5,887ｍ3/ｓで計算しましょう。 4,149ｍ3/ｓを引き

ますと、 1,738ｍ3/ｓです。これは１時間当たりにしますと 626万ｍ3 です。この 626万ｍ3 とい

いますのは、上野遊水地が未完成での氾濫になる１時間当たりでの量です。 

 そして、この昭和40年の降雨パターンを覚えていらっしゃる方は考えていただきたいと思います

が、集中豪雨的に４時間にわたって 189mmという数値を出した。言ってみたら、その４時間に集中

するタイプでして、これのハイドログラフを描きますと、非常にピークの部分は狭くなる。つまり、

１時間で上野遊水地の越流が行われれば、 626万ｍ3 というものは遊水地が飲み込んでしまって、

要するに河道の流量が私が計算しているように 4,200何十ｍ3/ｓ、ここでは流出到達量が 4,149ｍ

3/ｓとなっておりますが、この数値を丸々使っても、上野遊水地と合わせて全く氾濫はありません。

ゼロです。それをよく考えていただきたいし、河川管理者はこういう資料を出しながら、まだ川上

ダムに該当するというふうに、つまり要るんだということを言いたいんだと思うんですが、ちょっ

とナンセンスだと思います。以上です。 

○今本ＷＧリーダー 

 ほかはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。 

○傍聴者（薮田） 

 宇治世界遺産を守る会の薮田です。議論を聞いていて、やはり天ヶ瀬ダムの目的の１つが、琵琶

湖沿岸周辺の浸水被害の解消というのが出てきていますので。実はきょう私は「琵琶湖周辺のため

に 琵琶湖治水」という水資源機構のパンフレットを読んでたんです。それで、もう長い話はやめ

ますけども、河川管理者は琵琶湖総合開発が行われても、琵琶湖沿岸の浸水被害は非常に重大だ、

重大だというぐあいに言われているように思うんですけども、この琵琶湖総合開発計画のもともと

から見れば、まあ言ってみれば当初から予想されている状況が起こっているだけであって、そう大

層なものではないというぐあいに、逆に言えば、ここにはそう書いてあるんですね。だから、僕は、

どっちがほんまなんかなというのをもっと解明する必要があるということと。 

 それから、この水資源機構のパンフで見れば、やはり浸水被害を軽減するためには排水ポンプが

非常に効果があるというぐあいに書かれています。ですから、私が前から言っていますのは、今配

置されている13基ですか、それ以外にでも地域が必要としているところがあればやはり配置すべき
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ではないかという意見を言っているんですけど、そういう点を含めて、本当に36時間、１日半で水

を引かせるというのが排水ポンプの効果ということで非常に強調されているわけですから、そうい

う点を含めて、実際に効果のある対策を行うべきだというところを再度強調だけしておきたい。 

 それから、きょう出された資料についてはこの間も発言していますのでしません。本当のところ

がもっとわかるシミュレーションの中身が必要ではないかということだけ述べておきたいと思いま

す。 

○今本ＷＧリーダー 

 ありがとうございました。ほかよろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

○傍聴者（新保） 

 きょうはダムワーキングですので直接ダムの話をと言われましたが、私は、水資源機構の方が、

取水制限について住民との合意形成を危惧されているように思いましたので、関係ないかわかりま

せんが、発言させていただきます。 

 今年大きな災害が起こりまして、皆さん、ライフラインが壊れた場合、特に水道については復旧

に時間がかかるということがわかってまいりまして、一般市民の間で議論が始まっています。例え

ば、それでは雨水は利用できないのだろうかと。いざというときに自分のうちと地域で何とかなら

ないだろうかとか、始めています。非常なときには自分でやるべきだよということを知らせていた

だくためにも、取水の制限を毎年広報すればいいとおっしゃっておられた委員の方がいらっしゃい

ましたけれども、そんな広報は非常に大事じゃないかなと思ってます。 

  世の中は変わってきています。住民の方がこういうことを議論し始めていますが、工事従事者が

少なくて、その育成が今課題になってきています。我家も雨水をため、いざというときにトイレの

水ぐらいは自分のところで確保できないんだろうかというようなことを真剣に考え始めています。

毎年取水制限が広報されれば、地域や自分でできることは自分でしようという議論になってくると

思います。勇気を出して広報してください。よろしくお願いします。以上です。 

○今本ＷＧリーダー 

 はい。それでは、かなり時間をオーバーしましたが、これで議論の方は終わります。 

 あと、その他の報告を。 

                 〔その他〕 

○庶務（みずほ情報総研 吉岡） 

 その他で、今後のスケジュールについて報告させていただきます。資料４としまして今後のスケ

ジュールという形で資料をつけさせていただいていますが、それをベースに説明させていただきま

-40- 



■第８回ダムWG（2004/11/10）議事録 

すが、会議の状況としまして、ダムワーキングの関係及びほかの部会等の関係もございまして、相

当立て込んできているという部分がありまして、変更等もございます。それもあわせて説明させて

いただきます。 

 まず、委員会直近の会議のみ説明させていただきますが、資料４の委員会のところですが、来週

になりますが、第35回委員会ということで11月16日カラスマプラザ21で開催させていただくという

ふうなことでお願いいたします。さらに、実はこのペーパーには入っておりませんけども、前の画

面で映させていただいていますが、委員会としまして、１月11日に13時30分から16時30分というこ

とで１回追加ということで委員会を予定させていただいています。 

  それから、ダムワーキング関係なんですが、お手元のペーパーでは12月５日の午後に住民の意見

を聴く会ということで、会場はカラスマプラザという形で入れさせていただいておりますけども、

その前に、12月１日に13時から18時と午後を使って第９回のダムワーキング、これを京都の弥生会

館を予定して開催させていただこうということになっております。それから、同じく12月５日の午

前中になるんですけども、第10回のダムワーキングということでカラスマプラザで開催させていた

だくということで予定させていただいています。その関係で、同じ会場を使う必要がありますので、

午後の住民の意見を聴く会、これは13時開始というふうにペーパーでなっているんですが、会場設

営上ちょっと厳しいので30分繰り下げて開催させていただくということでお願いいたします。 

 また細かい点に関しましては、ホームページや、あるいはほかのご案内等で告知させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。スケジュールに関しては以上になります。 

○庶務（みずほ情報総研 中島） 

 あとよろしいでしょうか。 

 それでは、少し時間は延びましたけれども、これによりまして、第８回ダムワーキンググループ

会議を終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

             〔午後  ６時１７分  閉会〕 
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■議事録承認について 

第13回運営会議（2002/07/16）にて、議事録確定までの手続きを以下のように進めることが決定さ

れました。 

１．議事録（案）完成後、発言者に発言内容の確認を依頼する（確認期間２週間）。 

２．確認期限を過ぎた場合、庶務から連絡を行う。要望があった場合、１週間をめどに期限を延

長し、発言者にその連絡を行う。 

３．延長した確認期限を経過した場合、発言確認がとれていない委員に確定することをお伝えし、

発言確認がとれていない委員を議事録に明記したうえで、確定とする。 
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